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４ 主要事業の概要 

 

生涯学習社会づくりの推進 

 

市民の学習要求に対する援助、指導者の充実、施設等、生涯学習推進体制の充実を図り、生涯学習の

まちづくりを目指した事業の展開を総合行政として取り組んでいる。 

 

１ 大津市生涯学習推進本部 

 

生涯学習に関する施策を総合的かつ機能的に推進するため、大津市生涯学習推進本部を設置して

いる。 

名 称  大津市生涯学習推進本部 

設置日  昭和５８年９月２２日(当初は「生涯教育推進本部」)、その後平成元年４月１日現在の

名称に改組 

規 則  大津市生涯学習推進本部設置規則 

構 成  本部長(主管の副市長)、副本部長(教育長､政策調整部長)、本部員、幹事、事務局 

 

２ 大津市生涯学習推進会議 

 

趣 旨  市内の関係団体・グループ等（５０団体）が、相互の情報を交換するとともに連携・協

力を強めることによって、本市の生涯学習の気運を一層盛り上げ、心豊かな生涯学習社

会の実現を目指す。 

(１) 評議員会（２回） 

回 日時・会場 内       容 

１ 

 ６月２４日（月） 

１９：００～ 

市役所別館大会議室 

・令和元年度役員の選出について 

・令和元年度事業計画について 

・生涯学習推進フォーラムの開催について 

２ 

９月９日（月） 

１８：３０～ 

市役所新館大会議室 

・生涯学習推進フォーラムについて 

 

(２) 役員会（１回） 

回 日時・会場 内    容 

１ 

 ６月２４日（月） 

１８：１５～ 

市役所別館大会議室 

・令和元年度役員の選出について 

・令和元年度事業計画について 

・生涯学習推進フォーラムの開催について 
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(３) 事業部会(４回) 

回 日時・会場 内    容 

１ 

 ７月２２日(月) 

１８：３０～ 

市役所別館教育委員会室２ 

・生涯学習推進フォーラムの内容について 

 

２ 

８月２６日(月) 

１８：３０～ 

市役所別館教育委員会室２ 

・生涯学習推進フォーラムの内容について 

３ 

 １０月７日(月) 

１８：３０～ 

市役所別館教育委員会室２ 

・生涯学習推進フォーラムの内容について 

４ 

１２月１２日(木)  

１８：３０～ 

市役所別館大会議室 

・生涯学習推進フォーラムの振り返り 

・研修会について 

 

３ 生涯学習推進事業 

 

多様化、高度化する学習需要に応えるとともに、市民の学習の幅がより一層広がるよう、現代的な課

題についての学習の場の充実を図る。 

 

● 生涯学習推進フォーラム 

趣 旨    生涯学習を推進する関係団体等が主体となり、情報の共有・交換及び学習活動の

成果発表等を通じて、団体間の連携を深め、学びのネットワークを広げるとともに、

市民への生涯学習の普及啓発を行う。このことにより、学習と活動の循環を形成し、

生涯学習によるまちづくりに寄与することを目的とする。 

日 時   令和元年１０月２２日（火･祝） 

１３：００～１６：００ 

会 場   北部地域文化センターホール 

参加者   １５１人 

内 容 

第一部 

基調講演 

テーマ：「はやぶさ君とはや２くんの冒険」 

講 師：元ＪＡＸＡ研究開発本部未踏技術センター研究員 

小野瀬 直美 氏 
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第二部 

ワークショップ（意見交換・交流会） 

テーマ：「学びのネットワークづくり～私たちができること～」 

      ファシリテーター：ｍｏｔｔｏひょうご  

                事務局長 栗木 剛 氏 

    

    

● 研修会 

趣 旨   学びのネットワークを広げるため、関係団体が連携を密にし、相互の情報交換と協力 

によって生涯学習への普及啓発を図る。 

   日 時  令和２年１月３１日（金） １５：００～１７：３０ 

会 場  明日都浜大津４階ふれあいプラザ ホール 

参加者  ４２人 

内 容 

 テーマ：「～これからの時代における生涯学習のあり方を考える～」 

第一部 

講演会  テーマ：「学習指導要領と社会」 

講 師：大津市教育委員会 教育長 日渡 円 氏 

第二部 

グループディスカッション、発表 
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４ おおつ学 

 
大津に関する学習を通して、地域への関心を高め、地域を愛する心を育み、地域づくりに貢献する人

を育てる。 

 

●大津人
おおつびと

実践講座 

 

趣  旨   体験型学習を中心とした大津に関する連続講座を開催し、受講生同士の仲間づくり

を行うとともに、地域の現状・課題に気づき、地域課題解決のための手法を学ぶこ

とにより、地域づくりの核となる人材を育成する。 

 

実施期間   令和元年６月２９日（土）～令和２年２月９日（日）【合計１０講座】 

 

対  象   大津市在住、在勤、又は在学の方（原則、全講座受講できる方） 

 

定  員   先着３０名 

 

受 講 料    ５，０００円 

【別途、講座当日の材料費、食事代等は実費負担】 

 

  修了条件   全１０講座のうち、７講座以上受講していること。 

 

  参 加 者    ２１名（うち、１６名が修了） 

 

  参加協力   瀬田東学区、龍谷大学只友ゼミナール、おおつびと倶楽部 
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令和元年度 大津人
お お つび と

実践講座スケジュール 
 
回 開催日時 講 座 内 容 講師名 開催場所 

１ 

6月 2９日（土） 

実践講座 
10：00～11：30 

開講式・記念講演 
13：00～14：30 

★オリエンテーション 
 

★開講式 
 

★記念講演「明智光秀と比叡山焼き

討ち」 

トータルコーディネーター 

    成田賀寿代 氏 

滋賀大学教育学部 

 教授 神部 純一 氏 

大津市歴史博物館 

副館長 和田 光生 氏 

大津市 

和邇文化 

センター 

２ 
7月１３日（土） 
13：30～16：00 

「大津再発見 

～石山寺と源氏物語への誘い

～」 
 

★講話、石山寺拝観 

★意見交換会 

石山寺御座主 

    鷲尾 遍隆 氏 

石山寺責任役員 

    鷲尾 龍華 氏 

石山寺明王院 

３ 
９月２８日（土） 
9：30～13：00 

「しじみ漁体験 

～セタシジミの再生を願って～」 
 

★講話、しじみ漁体験 

★意見交換会 

瀬田町漁業協同組合 

 代表理事組合長 

吉田  守 氏 

瀬田町 

漁業協同組合 
 

瀬田川 

４ 
１０月５日（土） 

10：00～16：00 

「小流域を歩く 

～里山から琵琶湖まで～」 
 

★「REC」の取り組み 

★里山散策、小流域ウォーク 

★意見交換会 

龍谷大学理工学部 

林  珠乃 氏 

龍谷大学 

瀬田 

キャンパス 

      

他 

５ 
１０月１９日（土） 
10：00～16：00 

 誰もが参加できるまちづくり① 

★「瀬田東のまち歩き① 

 ～話し合いからまちをつくる～」 
 

★意見交換会 
瀬田東学区自治連合会 

 会長 仲川 欣伸 氏 

 

瀬田東学区文化振興会 

 会長 松田 文男 氏 

 

瀬田東学区社会福祉協議会 

 会長 野原   稔 氏 

 

龍谷大学政策学部 

教授 只友 景士 氏 

瀬田東公民館 

 

瀬田東学区 

６ 
１１月１０日（日） 
10：00～16：00 

 誰もが参加できるまちづくり② 

★「瀬田東のまち歩き② 

～まち歩きを仕掛ける～」 
 

★意見交換会 

７ 
１２月７日（土） 
10：00～16：00 

 誰もが参加できるまちづくり③ 

★「瀬田東のまち歩き③ 

～住民が創り・育て・支える 

まちづくり～」 
 

★意見交換会 

８ 
１２月 2１日（土） 
10：00～13：00 

「ようこそ！おごと温泉へ 

～旅館体験～」 
 

★講話 

★意見交換会 

びわ湖花街道 

 代表取締役社長 

佐藤 祐子 氏 

おごと温泉 

びわ湖花街道 

９ 
１月１８日（土） 
10：00～16：00 

 誰もが参加できるまちづくり④ 

★「グループディスカッション 

～“私が”地域の為に出来る 

こと～」 
 

★意見交換会 龍谷大学政策学部 

教授 只友 景士 氏 
瀬田東公民館 

10 
２月９日（日） 

13：00～1７：00 

★発表会 
 

★閉講式 
 

★茶話会 
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５ 熱心まちづくり出前講座 

 
    趣  旨 市民のもとへ市職員が出向き行政の取り組みや、職員の専門知識を生かした講座を

届けることにより、市民の市政への関心を深めるとともに、現代的課題等に関する

知識を習得し、市民の生涯学習の推進及び市政の進展に寄与する。 

   内  容  市が行う業務のうち､あらかじめ作成した講座メニューの中から市民が選択する。 

   申し込み  原則として、市内に在住・在勤・在学している１０人以上のグループ 

    開催時間  原則として月～金曜日の午前９時から午後９時までの間で２時間以内を限度 

         （ただし、祝日、年末年始の期間は除く） 

    開催会場  市内に限る。会場の手配や準備等は、主催者が行う。 

    講 師 料      無料（ただし、講座によっては材料費を徴収する場合がある。） 

   申し込み方法 講座を開催しようとする３か月前から３週間前までの間に、生涯学習課または各担

当課まで申し込む。（電話・ＦＡＸ・郵送・メールでの申し込みも可能） 

申し込みできない場合 

① 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき  

② 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき           

③ 出前講座の目的に反すると認められるとき 

      その他    この講座の目的は、市の職員が担当する仕事を説明することにより、生涯学習の

まちづくりに寄与することを目的とするものであり、苦情や陳情の場にならないよう

市民に理解を求める。 

 

実施状況 

①  実施講座数、受講者数（令和元年度） 

    実施講座数・・・１１７件  受講者数・・・３，１２７人 

② 利用の多い講座 

  ・転倒にご用心！（健康推進課） 

  ・消費者トラブルにご用心！① （消費生活センター） 

・考えよう、防災・減災 （危機防災対策課） 

③ 利用の多いグループ等 

  ・老人クラブ・老人会     ・自治会 

・社会福祉協議会関係     ・自主学習グループ 


